
 

いさがわ幼稚園 園則（兼運営規程） 

 

（施設の名称及び所在地） 

第１条 学校法人伝香寺学園が設置する幼稚園型認定こども園の名称及び所在地は、次のと

おりとする。 

（１）名 称 いさがわ幼稚園 

（２）所在地 奈良県奈良市小川町２４番地 

 

（施設の目的及び運営の方針） 

第２条 いさがわ幼稚園（以下「当園」という。）は、仏教（律宗）の精神に基づき、義務教

育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに保

育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、当園を利用する子ども（以下「利用

子ども」という。）の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を

助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。 

２ 当園は、「教育基本法（平成１８年法律第１２０号）」、「学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）」、「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）」、「奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例(令和元年奈良市条例第２３号)」及び「特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３

９号。以下「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準」という。）」、その他の関係

法令を遵守して運営する。 

 

（提供する特定教育・保育の内容） 

第３条 当園は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年内閣府・文部科学

省・厚生労働省告示第１号）」を踏まえ、「幼稚園教育要領（平成２９年文部科学省告示第

６２号）」及び「保育所・保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）」に基づき、

保護者の就労状況等により入園時期や在園時間の異なる子どもを受け入れる施設として、

園児に健やかな成長が図られるような適当な環境を整えることを意識しながら、以下に掲

げる特定教育・保育を提供する。 

（１）特定教育・保育（法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。） 

 教育・保育給付認定を受けた保護者（以下「教育・保育給付認定保護者」という。）に係る

利用子どもに対し、当該教育・保育給付認定における保育必要量（法第３０条第３項に規

定する保育必要量をいう。以下同じ。）の範囲内において保育を提供する。 

（２）預かり保育 

教育標準時間の利用子どもについて、保護者の希望により預かり保育が必要な場合は、教

育時間の前後、長期休園期間中に預かり保育を行う。 

（３）延長保育 

 やむを得ない理由により、教育・保育給付認定における保育必要量の範囲を超えて保育を

必要とする場合は、当該教育・保育給付認定に係る利用子どもに対し、本園則第１２条に

規定する時間の範囲内において、延長保育を提供する。 

（４）食事の提供 

（５）子育て支援事業 

（６）その他保育に係る行事等 

 



 

（子育て支援事業の内容） 

第４条 当園は、子育て支援事業として、相互交流の場の開設等による情報提供に関する事

業を実施する。 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次の

とおりとする。ただし、子どもの受け入れ状況により、員数が変動する場合がある。 

（１）園長 １名 

園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。 

（２）副園長 １名 

副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。 

（３）主幹保育教諭 １名以上 

主幹教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、幼児の教育及

び保育をつかさどる。 

（４）保育教諭 ８名以上 

保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。 

（５）教諭 １名以上 

教諭は、園児の教育をつかさどる。 

（６）保育士 １名以上 

保育士は、園児の保育をつかさどる。 

（７）栄養士 １名 

栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成す

るとともに、当園全般の食育を行う。 

（８）調理員 ３名 

調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 

（９）園医 １名 

園医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への

相談・指導を行う。 

（１０）園歯科医 １名 

園歯科医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科検診、職員及び保

護者への相談・指導を行う。 

（１１）園薬剤師 １名 

園薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導・助言、職員及び保護者への相

談・指導を行う。 

（１２）事務職員 １名 

事務職員は、園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。 

 

（修業・保育年限） 

第６条 当園に入園することができる者は満３歳から小学校就学の始期に達するまでの子ど

も及び満３歳未満の保育を必要とする子どもとする。 

 

（利用定員及び学級編成） 

第７条 当園の利用定員は、法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごと

に、次のとおり定める。 

 



 

（１）法第１９条第１項第１号の子ども（保育を必要としない満３歳以上の子ども。以下

「１号認定子ども」という。） １３５名 

（２）法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする満３歳以上の子ども。以下

「２号認定子ども」という。） １５名 

（３）法第１９条第１項第３号の子ども（保育を必要とする満３歳未満の子ども。以下

「３号認定子ども」という。） ５名 

 

２ 当園の学級編成は、次のとおりとする。 

（１）２ 歳 児：わかば組 

（２）満３歳児：つぼみ組 

（３）３ 歳 児：さくら組・つばき組 

（４）４ 歳 児：ゆり組・ひまわり組 

（５）５ 歳 児：ふじ組・すみれ組 

 

（教育課程） 

第８条 当園の教育課程は、健康・人間関係・環境・言語・表現等を内容とする。 

 

（教育週数） 

第９条 当園の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、３９週以上とする。 

 

（学年及び学期） 

第１０条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ １年を次の３学期に分ける。 

（１）第１学期 ４月１日から ８ 月３１日 まで 

（２）第２学期 ９月１日から１２月３１日 まで 

（３）第３学期 １月１日から ３ 月３１日 まで 

 

（特定教育・保育の提供を行う日及び提供を行わない日） 

第１１条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。 

２ 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 

（１）教育標準時間認定子ども（１号認定子ども）に係る休業日 

ア 土 曜 日 

イ 「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）」に規定する休日 

ウ 学年始休業（ ４ 月 １ 日から ４ 月 ７ 日まで） 

エ 夏 季 休 業（ ７ 月２１日から ８ 月３１日まで） 

オ 冬 季 休 業（１２月２１日から １ 月 ７ 日まで） 

カ 学年末休業（ ３ 月２１日から ３ 月３１日まで） 

キ 創立記念日（ ６ 月２７日） 

ク 行事の代休等、園長が定める振替休日 

（２）保育認定子ども（２号認定子ども、３号認定子ども）に係る休業日 

ア 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 

イ 年末年始（１２月２９日から１月３日） 

３ 当園は、前２項の規定に関わらず、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある又はや

むを得ない事情があるときは、あらかじめ保護者に情報提供を行い、休業日に特定教育・

保育を提供することがある。 



 

４ 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないこ

とがある。 

 

（特定教育・保育の提供を行う時間） 

第１２条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

（１）教育標準時間は、午前９時００分から午後２時００分とする。 

（２）保育短時間認定に係る保育時間（８時間）は、午前８時３０分から午後４時３０分の

範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

（３）保育標準時間認定に係る保育時間（１１時間）は、午前７時３０分から午後６時３０

分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

２ 当園の開所時間は、午前７時３０分から午後６時３０分とする。 

３ 当園は、１号認定子どもが、やむを得ない理由により、教育時間の前後に保育を希望す

る場合には、開所時間内において預かり保育を実施することとする。 

４ 当園は、保育認定子どもが、やむを得ない理由により、保育時間の前後に保育を希望す

る場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとする。 

 

（利用者負担その他の費用等） 

第１３条 当園においては、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業基準第１３条第１項

の規定により、教育・保育給付認定保護者から利用子どもの居住する市町村が定める利用

者負担額（保育料）の支払を受けるものとする。 

２ 当園は、教育・保育給付認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害

等の緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を提供した場合については、当該

保護者から特定教育・保育基準費用額（法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額をいう。）の支払を受けるものとする。 

３ 当園は、前２項の支払を受けるほか、特定教育・保育の質の向上を図るため、別表１に

掲げる費用の支払を受けるものとする。 

４ 当園は、特定教育・保育を提供する上で必要となる費用について、別表２に掲げる費用

の支払を受けるものとする。 

５ 当園は、延長保育事業の実施に必要な経費の一部について、別表３に掲げる費用の支払

を受けるものとする。 

６ 当園は、預かり保育（幼稚園型Ⅰ）の実施に必要な経費の一部について、別表４に掲げ

る費用の支払を受けるものとする。 

７ 当園は、預かり保育（幼稚園型Ⅰ〔非在園児〕）の実施に必要な経費の一部について、別

表５に掲げる費用の支払を受けるものとする。  

 

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第１４条 当園は、１号認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由

がなければ、これを拒まない。 

２ 利用の申込みに係る１号認定子どもの数及び現に利用している１号認定子どもの数の総

数が、本園則第７条に定める利用定員の総数を超える場合は、次の方法により選考する。 

  （１）申込みを受けた順序により決定する方法 

  （２）当園の教育理念に基づき決定する方法 

３ 前２項の選考方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示する。 

４ 当園は、市が行った利用調整により保育認定子どもの当園の利用が決定されたときは、

特別な事情がない限りこれに応じる。 



 

（利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項） 

第１５条 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面

により、利用子どもの保護者とその内容を確認し、同意を得る。 

２ 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了する

ものとする。 

（１）法第１９条第１項第１号から第３号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しな

くなったとき。 

（２）利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。 

（３）市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。 

（４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１６条 当園の職員においては、「学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）」第２７条

に規定する学校安全計画を策定するとともに、特定教育・保育の提供を行っている利用子

どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又

は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。 

 

（非常災害対策） 

第１７条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、

定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施し、記録する。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１８条 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよ

う努める。 

 

（秘密保持） 

第１９条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者そ

の他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により

利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのあ

る場合は除く。 

 

（苦情解決） 

第２０条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。 

２ 当園は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

３ 当園は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導

又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

４ 当園は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。 

 

 

 



 

（記録の整備） 

第２１条 当園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存する。 

（１）特定教育・保育の提供に当たっての計画。 

（２）特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録。 

（３）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準第１９条の規定する市への通知に係

る記録。 

（４）苦情の内容等の記録。 

（５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録。 

 

附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

  



 

別表１ 

第１３条第３項に定める保育の質の向上を図るために要する費用（上乗せ徴収） 

項目 内容及び徴収目的 金額 支払時期 

入園受入金 

（１号認定子ども） 

入園時の事務手続き等

に係る費用 
50,000 円 入園時 

入園考査料 

（１号認定子ども） 

入園時の考査に係る費

用 
3,000 円 入園時 

入園受入金 

（２号認定子ども） 

（３号認定子ども） 

保育活動・施設設備の

充実等に係る費用 
50,000 円 入園時 

教育充実費 
年間を通しての教育活

動の充実に係る費用 

 1,000 円 

（月額） 
毎月初 

設備充実費 
年間を通しての施設設

備の充実に係る費用 

 1,000 円 

（月額） 
毎月初 

 

別表２ 

第１３条第４項に定める保育の提供に要する実費に係る費用（実費徴収） 

項目  内容及び徴 収目的  金額  支払時 期  

給食費  

（１号認 定子 ども）  

主食の提供 に係る費用 
2,500 円 

（月額）  毎月初  

（８月除く）  
副食の提供 に係る費用 

4,500 円 

（月額）  

給食費  

（２号認 定子 ども）  

主食の提供 に係る費用 
2,500 円 

（月額）  
毎月初  

副食の提供 に係る費用 
5,500 円 

（月額）  

行事参 加費  行事（遠 足 等）の参加 に係る費用 実費  随時  

創業積 立金  

（5 歳児）  
卒業アルバム作成等に係る費用  実費  毎月初  

共済掛 金  

独 立 行 政 法 人 日 本 スポーツ振 興 セン

ター「 災 害 共 済 給 付 制 度 」 の加 入に係

る費用  

実費  毎月初  

制服・用 品 代 
制 服 ・ 体 操 服 ・ 帽 子 、自 由 画 帳 ・ はさ

み・のり等  
実費  

入園時  

（随時）  



 

 別表３ 

 第１３条第５項に定める延長保育に係る費用 

利用方法 延長保育時間 保育料 

一時利用 

16:30～17:30（1 時間）   200 円 

16:30～18:30（2 時間）   400 円 

月極利用  7:30～ 8:30（1 時間） 3,000 円 

 

 別表４ 

 第１３条第６項に定める預かり保育（幼稚園型Ⅰ）に係る費用 

利用方法 預かり保育時間 保育料 おやつ代 合計 

一時利用 

（降園後） 

14:00～15:00（1 時間）  200 円 ―  200 円 

14:00～16:00（2 時間）  400 円 100 円  500 円 

14:00～17:00（3 時間）  600 円 100 円  700 円 

14:00～18:00（4 時間）  800 円 100 円  900 円 

14:00～18:30（4 時間 30 分）  900 円 100 円 1,000 円 

利用方法 預かり保育時間 保育料 おやつ代 合計 

一時利用 

（長期休業中） 

 9:00～14:00（5 時間）  1,000 円 ―  1,000 円 

 9:00～15:00（6 時間）  1,200 円 ―  1,200 円 

 9:00～16:00（7 時間）  1,400 円 100 円  1,500 円 

 9:00～17:00（8 時間）  1,600 円 100 円  1,700 円 

 9:00～18:00（9 時間）  1,800 円 100 円  1,900 円 

 9:00～18:30（10 時間 30 分）  1,900 円 100 円  2,000 円 

※ 給食提供を希望した場合は 1 食 400 円を別途実費徴収する。 

利用方法 預かり保育時間 保育料  おやつ代  合計  

月極利用 

 7:30～ 8:30（1 時間）  3,000 円 ―  3,000 円 

14:00～16:00（2 時間）  6,000 円 ※  6,000 円 

14:00～17:00（3 時間）  9,000 円 ※  9,000 円 

14:00～18:00（4 時間） 12,000 円 ※ 12,000 円 

※ おやつ代は預かり保育の利用日数×100 円を別途実費徴収する。 

 



 

 別表５ 

 第１３条第７項に定める預かり保育（幼稚園型Ⅰ〔非在園児〕）に係る費用 

利用方法 預かり保育時間 保育料 おやつ代 合計 

１日利用 

 9:00～14:00（5 時間） 1,100 円 ―  1,100 円 

※ 給食提供を希望した場合は 1 食 400 円を別途実費徴収する。 

 


